
土砂災害警戒区域(イエローゾーン）、
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）、
砂防指定地､急傾斜地崩壊危険区域の検索方法

検索サイトを使って「厚木土木 許認可指導課」で検索
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厚木土木 許認可指導課 検索

次ページへ

「土砂災害のおそれの
ある区域」をクリック

厚木土木許認可指導課ホームページの

「神奈川県土砂災害情報ポータル」をクリッ
ク

①「上記等情報をさらに細か
く選択する」をクリック

②
「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」
「（指定予定）土砂災害警戒区域・特別警戒区域」

「法指定区域」
をチェックし、「設定」をクリック。
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①地名等検索結果の赤いマークをクリッ
クすると、拡大地図が表示されます。

地名等検索について
検索システム上、入力した地名等では検索できない場合があります。

例えば、「〇〇１－１」で結果が得られない場合、「〇〇１」や「〇〇」のように検索項目を減
らしてより広い範囲から、また、「付近の施設等の名称」を入力する等してお調べください。

② をクリックすると、地名
等検索結果で隠れている部分の
地図も見えます。

次ページへ

調べたい地名等を入力して
をクリック

調べたい場所をクリックすると
「検索結果」が表れます。
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「公示図書」の「区域図」をクリック

砂防指定地と急傾斜地崩壊危険区域には「区域図」はありません。

「区域図」は斜面、イエローゾーン・レッドゾーン、種別(急傾斜(地)・土石流・
地すべり)ごとに作成されます。したがって、複数の斜面やレッド･イエローが
同一図面で表示され同じ図面であることがあります。
また、今後区域が追加・変更される場合があります。例えば｢１/４」は４枚の
うちの１枚目を表しますので、 をクリックし４枚すべて確認してください。

～区域図は土砂災害警戒区域(イエローゾーン）､
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）のみ～

【留意事項】
必ず区域図をご覧頂き、必要な場合は必ず座標(座標はレッドゾーンのみで
イエローゾーンにはありません)でご確認ください。
※地図画面に表示されている区域は大まかな範囲を示しています。

地図画面

区域図

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域・・・イエローゾーン
〃 第三条の 〃 ・・・ レッドゾーン


